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漏水調査のお知らせ（調査期間10月～2月）

応急給水訓練を実施しました

地下内で発生する漏水の早期発見のため、道路内にある配水管からお客様の水道メー

ターまでの漏水調査を実施します。

●調査業者：フジテコム㈱北日本支店 ●調査期間：令和６年１０月１５日（火）～令和７年２月７日（金）

●調査時間：午前９時～午後５時 ●調査地区：大手町、小山、増田、飯野坂、名取が丘地内 他

●調査方法：専門的な３つの調査で行いますが、特に①の調査では皆さまの施設に立ち入らせていただきま

すので、立ち入り等に関してご協力をお願いします。

①戸別音聴調査・・・皆さまのお宅の水道メーター箇所まで立ち入りさせていただき、メーターや止水栓から漏

水音を聞き取ります。調査の際は事前にお知らせをしてから調査します。

②路面音聴調査・・・漏水探知機などを使用して給・配水管路上の路面を調査し、漏水箇所を確定します。

③監視型漏水調査・・・監視型漏水調査機器を仕切弁および消火栓に設置し、地下の漏水を調査します。
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メーターよりも家屋側での漏水の修理は個人負担です。修

理を希望される場合は直接、給水装置工事事業者へご依

頼ください。

※調査員は、市が発行

した身分証を携帯して

調査作業を行います。

また、この調査に関し

て料金を請求すること

はありません。

調査へのご理解とご協

力をお願いします。

１０月１７日に水ingAM・名取市管工事業協同組合・産電工業特
定共同企業体の方々と、名取市水道事業所が合同で応急給水訓

練を行いました。災害等の断水時には給水車により給水を行いま

すが、複数の場所で給水が必要となった場合には、組立式応急給

水タンクが活躍します。組立式応急給水タンクに水を入れたあとに、

給水車が次の給水場所に向かうことができるので、効率的な応急

給水活動が可能となります。

水道事業所は名取市管工事業協同組合と「災害時等における水

道施設復旧応援に関する協定」、水ingAM・名取市管工事業協同
組合・産電工業特定共同企業体と「水道施設等災害時に関する協

定」を締結しています。これらの協定では、災害発生時等の応急給

水活動や水道施設等の復旧作業などについて定められています。


